
東 監 発 第 7 6 号 

                      令和８年２月９日 

 
東根市長 土 田 正 剛 殿 
東根市議会議長 高 橋 鉄 夫 殿 

 
東 根 市 監 査 委 員 

 
定例監査の結果に関する報告について 

 

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定による定例監査を東根市監査基準

に準拠して実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり提出します。 

 

１ 監査の期日及び対象 

令和８年１月７日、８日  市民生活部生活環境課 
 

２ 監査の執行者 
監査委員  芦  野  耕  司 
監査委員  片  桐  勝  寿 

 
３ 監査委員の除斥 

地方自治法第199条の２の規定により、直接の利害関係がある事務について、

芦野 耕司 監査委員を除斥した。 

 
４ 監査の範囲 

令和７年度分財務事務及び関連する事務事業の令和７年11月末日現在の執 

行状況（必要に応じて令和６年度分事務事業の執行状況） 

 
５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行 
われているかどうかを主眼として監査を実施 

 
６ 監査の実施内容 

東根市監査委員条例第５条により通知し、資料及び関係諸帳簿等の提出を求 
め、必要に応じ、関係職員から説明を聴取する方法等により監査を実施 

 
７ 監査の結果   

監査した事項については、適正であると認めます。   



東 監 発 第 7 7 号 

                      令和８年２月９日 

 
東根市長 土 田 正 剛 殿 
東根市議会議長 高 橋 鉄 夫 殿 

東 根 市 監 査 委 員 
 

定例監査及び指定管理者監査の結果に関する報告について 
 

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定による定例監査並びに同条第７項

の規定による指定管理者監査を東根市監査基準に準拠して実施しましたので、同条

第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出します。 

 

Ⅰ 定例監査 

 
１ 監査の期日及び対象 

令和８年１月９日～15日  健康福祉部こども家庭課 

令和８年１月15日     長瀞児童センター 

 
２ 監査の執行者 

監査委員  芦  野  耕  司  
監査委員  片  桐  勝  寿  

 
３ 監査委員の除斥 

地方自治法第199条の２の規定により、直接の利害関係がある事務について、

芦野 耕司 監査委員を除斥した。 

 
４ 監査の範囲 

令和７年度分財務事務及び関連する事務事業の令和７年12月12日現在の執

行状況（必要と認めた時は、令和６年度分事務事業の執行状況） 

 
５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行 
われているかどうかを主眼として監査を実施 

 
６ 監査の実施内容 

東根市監査委員条例第５条により通知し、資料及び関係諸帳簿等の提出を求 
め、必要に応じ、関係職員から説明を聴取する方法等により監査を実施 

 
７ 監査の結果   

監査した事項については、適正であると認めます。 



Ⅱ 指定管理者監査 

 
１ 監査の期日及び対象 

期 日 対 象 指定管理者 

令和８年１月９日 大けやき学童クラブ 
特定非営利活動法人 大けやきフォ

ーラム 

令和８年１月13日 大富わらしっこクラブ 大富わらしっこクラブ運営委員会 

令和８年１月14日 

東郷学童クラブ 東郷学童クラブ運営委員会 

高崎学童クラブ 高崎地区放課後子ども対策委員会 

令和８年１月15日 神町さくらんぼクラブ 神町さくらんぼクラブ運営委員会 

（所管課 健康福祉部こども家庭課） 
 
２ 監査の執行者 

監査委員  芦  野  耕  司 
監査委員  片  桐  勝  寿 
 

３ 監査委員の除斥 
地方自治法第199条の２の規定により、直接の利害関係がある事務につい

て、芦野 耕司 監査委員を除斥した。 

 
４ 監査の範囲 

令和６年度における管理運営に関する出納及び事務の執行状況 

 
５ 監査の着眼点 

指定管理に係る出納及び事務の執行が、目的に沿って適正に行われている 
かどうかを主眼として監査を実施 

 
６ 監査の実施内容 

資料及び関係諸帳簿等の提出を求め、必要に応じ、関係職員から説明を聴 
取する方法等により監査を実施 

 
７ 監査の結果   

監査した事項については、適正であると認めます。   

 



東 監 発 第 8 1 号 

                      令和８年２月 24 日 

東根市長 土 田 正 剛 殿 
東根市議会議長 高 橋 鉄 夫 殿 

 
東 根 市 監 査 委 員 

 
定例監査の結果に関する報告について 

 

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定による定例監査を東根市監査基準

に準拠して実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり提出します。 

 

 

１ 監査の期日及び対象 

令和８年１月20日、21日  健康福祉部健康推進課 
 

２ 監査の執行者 
監査委員  芦  野  耕  司  
監査委員  片  桐  勝  寿  

 
３ 監査委員の除斥 

地方自治法第199条の２の規定により、直接の利害関係がある事務について、

芦野 耕司 監査委員を除斥した。 
 

４ 監査の範囲 
令和７年度分財務事務及び関連する事務事業の令和７年12月12日現在の執 

行状況（必要に応じて令和６年度分事務事業の執行状況） 

 
５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行 
われているかどうかを主眼として監査を実施 

 
６ 監査の実施内容 

東根市監査委員条例第５条により通知し、資料及び関係諸帳簿等の提出を求 
め、必要に応じ、関係職員から説明を聴取する方法等により監査を実施 

 
６ 監査の結果   

監査した事項については、適正であると認めます。   



東 監 発 第 8 2 号 

                      令和８年２月 24 日 

 
東根市長 土 田 正 剛 殿 
東根市議会議長 高 橋 鉄 夫 殿 

東 根 市 監 査 委 員 
 

定例監査及び指定管理者等監査の結果に関する報告について 
 

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定による定例監査並びに同条第７項

の規定による指定管理者及び財政援助団体等監査を東根市監査基準に準拠して実

施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提

出します。 

 

Ⅰ 定例監査 

 

１ 監査の期日及び対象 

令和８年１月26日～28日  経済部商工観光課 
 

２ 監査の執行者 
監査委員  芦  野  耕  司  
監査委員  片  桐  勝  寿  
 

３ 監査委員の除斥 
地方自治法第199条の２の規定により、直接の利害関係がある事務につい

て、芦野 耕司 監査委員を除斥した。 
 
４ 監査の範囲 

令和７年度分財務事務及び関連する事務事業の令和７年12月 19日現在の

執行状況（必要に応じて令和６年度分事務事業の執行状況） 

 
５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に

行われているかどうかを主眼として監査を実施 
 
６ 監査の実施内容 

東根市監査委員条例第５条により通知し、資料及び関係諸帳簿等の提出を

求め、必要に応じ、関係職員から説明を聴取する方法等により監査を実施 
 

７ 監査の結果   
監査した事項については、適正であると認めます。   



 

Ⅱ 指定管理者監査 

 

○監査対象団体 
  指定管理者  指定管理者 東根温泉協同組合 

（所管課 経済部商工観光課） 
 
１ 監査の期日 

令和８年１月27日 

 
２ 監査の執行者 

監査委員  芦  野  耕  司 
監査委員  片  桐  勝  寿 
 

３ 監査委員の除斥 
地方自治法第199条の２の規定により、直接の利害関係がある事務につい

て、芦野 耕司 監査委員を除斥した。 

 
４ 監査の範囲 

指定管理者監査 

令和６年度における東根市屋内多目的コートの管理運営に関する出納及

びその他事務事業の執行状況 

 
５ 監査の着眼点 

指定管理及び財政援助に係る出納及び事務の執行が、目的に沿って適正に

行われているかどうかを主眼として監査を実施 
 
６ 監査の実施内容 

資料及び関係諸帳簿等の提出を求め、必要に応じ、関係職員から説明を聴 
取する方法等により監査を実施 

 
７ 監査の結果   

監査した事項については、適正であると認めます。   

 

 

 

 

 

 



東 監 発 第 8 3 号 

                      令和８年２月 24 日 

 
東根市長 土 田 正 剛 殿 
東根市議会議長 高 橋 鉄 夫 殿 

 
東 根 市 監 査 委 員 

 
定例監査の結果に関する報告について 

 

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定による定例監査を東根市監査基準

に準拠して実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり提出します。 

 

 

１ 監査の期日及び対象 

令和８年１月30日  総務部総合政策課 
 

２ 監査の執行者 
監査委員  芦  野  耕  司 
監査委員  片  桐  勝  寿 

 
３ 監査委員の除斥 

地方自治法第199条の２の規定により、直接の利害関係がある事務について、

芦野 耕司 監査委員を除斥した。 
 

４ 監査の範囲 
令和７年度分財務事務及び関連する事務事業の令和７年12月26日現在の執 

行状況（必要に応じて令和６年度分事務事業の執行状況） 

 
５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行 
われているかどうかを主眼として監査を実施 

 
６ 監査の実施内容 

東根市監査委員条例第５条により通知し、資料及び関係諸帳簿等の提出を求 
め、必要に応じ、関係職員から説明を聴取する方法等により監査を実施 

 
７ 監査の結果   

監査した事項については、適正であると認めます。   


